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第5巻第9章：東北・中部地方山岳地帯に生じた大型獣狩猟の技術的波及
著者：田口洋美（東北芸術工科大学）

　本稿が目指すのは、狩猟技術の中の罠猟に注目した上で、近世後半から近代にかけて中部・東北地方の豪雪山岳地域を舞台に生じていたと考えられる地域の社会経済的環境の構造的変質とこれに呼応した地域の動きを狩猟技術の波及という視点から明らかにすることである。ここでは狩猟の技術的波及と地域適応という問題、さらに技術を受け入れ採用する側、すなわち村方の受容性(receptivity)または先適応性(preadaptability)という問題が意識される1)。当該地域には、今もなお秋田出自の狩人（渡世のマタギ、あるいは旅マタギとも称される狩人）によって狩猟技術がもたらされたとする伝承が残存している。筆者は過去、近世後半に生きた狩人が置かれていた社会的状況を「市場化プロセス」2)と位置づけ、また地租改正など納税形態が物納から金納へと変わり、現金を得ることが必須の社会状況へとシフトした近代以降を「市場志向型生業の優先的開発期」3)と位置づけてきた。そしてこのような換金資源が優先的に開発されてゆく中で狩猟の換金生業化が急激に進行したと考えている。そこに秋田出自の狩人の果たした役割や狩猟の構造的変質プロセスを見ることが可能であろうと述べてきたのである。本稿ではこの考え方を当該地域に広く分布する罠猟の技術を通して検証を試みたい。

　なお本稿では「進化」や「適応」、「表現型」といった生物学的用語を援用することになる。無論進化生物学者のような遺伝子頻度など狭義の意味でこれらの用語を使用してはいない。ここでいう「進化」とは技術などがある一定の方向に収斂されてゆく向上的な運動を指しており、その運動がより安定した状態へと移行するプロセスそのものを意味している。いうなれば向上的変化と言い換えることができる概念である。「適応」とは、狩猟に関わるシステムや技術などが向上的変化 (適応プロセス、あるいは地域的な進化プロセス)を経て、結果的に安定した平衡な状態が保たれていることを意味している。しかしながら、さらなる自然・人文を含む広義の意味での環境の変化によって進化プロセスへと再び移行する可能性もあり、あくまで現時点での断面的な評価としての適応という捉え方をとっている。「表現型」とは、同じ技術的系譜にあったとしてもその技術を用いて具体的な形となって現れるときには同じ形態、形式を取るとは限らない、という技術系と形象化されたモノの関係性を表す用語として使用している(田口 2005)。
1.  中部・東北地方山岳地帯に伝わる重力式罠
　中部東北地方の中山間地域、とりわけ狩猟を生業の一部として位置づけてきた過去を有する集落において伝承されてきた伝統的な獣用罠には、オソ(新潟県三面)、ヒラオトシ(秋田県阿仁)、シャー（宮城県大和）、オオモノビラ(山形県小国)、ムジナオソ(三面)、ウッチョウ(阿仁)、コモノビラ(小国)、アキビラ(岩手県沢内)などと称される吊り天井式重力罠がある4)。オソ、ヒラオトシ、シャー、オオモノビラなどは、ニホンカモシカ(以降、カモシカと表記)やニホンツキノワグマ(以降、クマと表記)などの大型獣を対象とした罠であり、これに対してムジナオソ、ウッチョウ、コモノビラ、アキビラなどはウサギやタヌキ、キツネ、テン、キジ、ヤマドリなどの中小型獣や鳥類を対象とした罠である。その規模は前者の大型獣用のものが約4メートル四方ほど、後者の中小型獣用、鳥用のものが約1,5〜2メートル四方ほどのものである。いずれの罠も鳥類を除いて、獣道を主体に仕掛けられ、餌を使用しない待ち伏せ罠として使用されることが主であり、里山域から奥山にかけて仕掛けられた罠であった5)。そしてこの吊り天井式重力罠が大小対となって存在してきたことが重要である。この罠が仕掛けられたのは秋の彼岸前後から降雪にいたるまでの秋期のおよそ３ヶ月と融雪期の5月初旬から6月下旬にかけての１ヶ月半あまりであった。前者を秋オソ、秋ヒラ(秋ビラとも)などといい、後者を春オソ、春ヒラなどといった。構造は地域によって異同が見られ、大型獣用のものと中小型獣用のものが相同的であったり、相異的であったりするが使用される季節による差異は見られず同一のものが用いられた。

　この罠の仕掛けであるが、獲物が獣道上に設置された罠の中の通路に入ると、通路内に張られた弦に触れたり(掛け落とし)、あるいはシバを踏んだり(踏み落とし)することで、仕掛けが外れてテコ式に吊り上げられていた天井部が重力によって落下するというものである。通常、踏み落としは中小型獣、野鳥を対象としたものに多く選択的に利用され、大型獣を対象としたものは掛け落としが採用されることが多い。この種の罠は対象として想定された種よりも小さな種は掛かる可能性が高い。このため中小型獣、鳥用のものは、どのような動物であっても稼動して良いように踏み落としが採用され、大型獣用のものは通路内に張られた弦の高さや張りの強弱によって、小動物には反応し難くするための工夫が施されていた。
　周知のように重力罠は、日本だけではなく世界各地に普遍的に存在している6)。重力罠の特徴は、石や礫、生木の丸太、北方帯では氷の固まりなど質量の大きなものを重しとして用い、この重しが重力によって落下する力を利用し、獲物を撲殺、圧殺するものである。重力罠は大きく３種類に分けることができる。ひとつは巨木丸太などの単体、あるいは数本束にして重しとして利用したものであり、ひとつは丸太を複数使用して格子状に組み合わせて天井部をつくり、さらに天井部に重しとして丸太や礫を乗せるもの、さらに獲物自身の体重を利用して、獲物が餌や仕掛けに触れると体重で落下するというものなどである。また、小動物用のものでは天井部に一枚板を用いる板圧(圧板とも)などの例も見られる。重力罠には、丸太や天井部を上部から吊り上げるものと、下部から棒状のものなどで支える形式のもがある。日本国内で使用されてきた中小型獣用の重力罠には両者の形が認められるが、現在まで得ている情報の中では中型獣以上の動物を捕獲対象とする場合には吊り天井式のものが主体的である。

　中部・東北地方のむら人たちが採用してきたオソやヒラオトシのような大型獣用のものは、天井部を組んでいる丸太の重さだけでも100キロを越える。このためカモシカなどを捕獲対象とした場合には、天井部の重量だけで十分に捕獲が可能であったといわれている。重力罠の利点は、対象となる動物の大小を問わず、獲物の毛皮を無傷のまま捕獲することが可能なことである。そのため毛皮を換金交換資源として位置づけてきた狩人たちやむら人にとってはきわめて重要な罠であり技術でもあった(田口 1992b,1996,1998ab,2000b,2002abc,2004ab,2005a)。
　重力罠は、獲物の毛皮や肉の状態が良好な季節に設置され—すなわち、野生動物資源が自給的資源とされている状況というよりも、むしろ外部に需要があったであろうことを含意している—、しかも短期間で確実に捕獲することを目指している。この形式の罠の構造は複雑であり、それを作製するには高度な技術と時間、人手が必要となるため、その投資に見合うだけの捕獲効率が求められたと考えられる。特にこの種の罠は、少なくとも１週間毎の見回りが必要であった。春期に仕掛けられたものは、日中気温が上昇すると肉や内臓の痛みが早まる。また春秋共にイタチやテン、カラス、猛禽類などによって捕獲された個体の死肉が漁られたり、小動物の通過や風雨による仕掛け部分の緩みなどが生じて、自然に落下してしまうこともあったため、こまめな見回りが要求された。さらに、オソやヒラオトシのような大型獣用の罠の場合は、奥山に仕掛けられていたため日帰りで見回るのが困難な場合が多く、山中に泊まり込みながら見回りを実施することもあったといわれている。しかし、それでも春秋の農作業と並行して行われた山菜やキノコの採集活動、あるいは河川での釣漁を兼ねて見回りを実施していたのである(田口 2005a)。
　筆者は過去繰り返し、罠は単に野生鳥獣を捕獲殺傷する装置というのでもなければ、ランダムに仕掛けられているというものでもないことを述べてきた。また、むら人たちが意識的か無意識的かに関わらず、彼らが賦与する意味、罠がいつどこに設置されるかでその罠が担う役割や機能が明確となり、他の狩猟活動および種々の生業と連動しつつ複雑な相互連関のシステムをつくりだしている。さらに、例え同一の罠であっても仕掛けられる時期と場所によって農作物の被害等を軽減する目的を有する防御的意味であったり、換金交換資源の獲得を目的とした攻撃的意味を有したりと仕掛け時期と場所の選択時に意味が附与されるため、全体としては空間が担う役割に沿ったゆるやかな規則性が見られるというコンテクストを重視した見方を提示してきた(田口1992a,1993,1996,1998ab,2002a,2005a)。
２.　 大型獣用罠とその技術

(１) 新潟県朝日村三面（現、村上市）のオソ

　新潟県三面で実施されてきた大型獣用のオソであるが、その仕掛け場所の詳細を図-２「三面、竹ノ沢・黒倉沢のオソ場分布図」に示した。三面の場合、仕掛け場所はほとんど尾根の鞍部が選択された。図は三面川本流の上流部、黒倉沢と竹ノ沢周辺のオソ場を示している。オソ場はオソを仕掛ける場所そのものであり、尾根上の点である。三面の人々の話によれば、オソ場はできるかぎり尾根の鞍部で、しかも60〜80センチという狭い場所が選択された。これはクマがオソを逸れず、確実に罠本体の通路の中へと進ませる条件のひとつであった。そのため尾根幅があるような場所では、周辺のシバを伐り誘導柵を設け、罠の中へとクマを誘導する工夫を施した。さらに図を見ても明らかなようにオソ場が標高650〜750メートル付近に集中していることが分かる。これはクマの行動生態に沿ったものである。むら人の解釈では、通常クマは斜面であればその山体の五合目よりやや上を等高線をなぞるようなかたちで移動する。そして斜面から尾根の鞍部へ出て、尾根上を移動する。このためオソの仕掛け場所として尾根の鞍部が選択れてきたというのである。

　オソの規模は、通常長さ(通路の長さ)は10〜11尺(330〜360cm)、大きいものでは13尺(約429cm)といわれた。天井部の高さは鎌柄(かまづか)といわれ、農具として使用される鎌の柄の長さ、つまり地面から約60〜70センチの高さが理想とされた。通路にあたる部分の幅も同様で約60〜70センチ、天井部に乗せる礫の重さは400〜600キロという。三面で重しとして利用されたのは専ら礫であった。仕掛け場所の尾根付近に礫がない場合は、沢や崖から礫を背負い上げた。礫が選択されたのは、玉石のような角のない石の場合、天井部の落下時に弾みで石がズレ動いてしまうからだという。

　また、オソは、通路の中央部に張られたケズナに触れることで天井部が落下する掛け落としが採用された。掛け落としは罠本体、通路の中央部に仕掛けがあるためどちらから侵入しても稼働する。しかし、仕掛に触れた時点でクマの体は天井部の半分の位置までしか侵入してはおらず、加重は全体の半分だけが掛かることになる。もしオソに大グマなどが侵入した場合には、後ろ足が天井部の外にはみ出してしまうことさえある。このためクマが後ずさりできないように同音の用語であるが、カマズカと称されるシバを伐った棒状の部材を添えることで毛皮や脊椎に食い込み後ずさりを阻止する工夫がなされていた。

　復元されたオソは、通路の長さ３メートル61センチ、天井高60センチ、通路幅60センチの中規模のものであった7)。

　オソの材料であるが、本格的にオソを実施していた当時は、主にネズコ、サワラ、ゴヨウマツなどの針葉樹が利用されていた。ナラやブナ、ホウノキといった広葉樹はあまり使用されなかった。針葉樹が選択的に利用されたのは、広葉樹の場合風雨に晒されていると腐りが早く２年ほどで使用できなくなるためであった。これに対して針葉樹を用いた場合には、条件が良ければ10年あまり材を使い回すことができた。また、スギ、イタヤカエデ、モミジなどは、オソの材として使用することを禁じられていた。これは山の法(山ノ神に対する狩猟上の決まり)に基づくもので、三面では木の葉がモミジやカエデのように人の手のひらの形をしたものをハナノキと呼び、このような葉を持つ樹種は山ノ神のものと信じられてきたのである。

　ところで、オソの構造を図-３「三面におけるオソの構造図」に示す。オソの天井部は、ハリを支点にブチと呼ばれる２本の棒によってテコ式に持ち上げられている。この２本のブチをV字型にクロスさせ、上のブチの先端から１本の紐が下げられ、この紐の先端にコロバシと呼ばれる小さな棒が結ばれている。オソでは、最終的にこのコロバシに天井部の重さのすべてが掛かる。そしてこのコロバシをキの字型にウデギとカナメと呼ばれる横木にかける。カナメには獲物の通る通路に張られたケズナが結ばれている。オソが落下する仕組みは、この説明の逆になる。通路に入ったクマがケズナに触れる。ケズナが引かれてカナメが外れ、コロバシが解放され加重のかかったブチが飛び、支えを失った天井部が落下する、ということになる。後述するオオモノビラやヒラオトシも同様の仕掛けを採用しているが、ブチや仕掛けの位置が異っている。

　オソで重要なのは、通路の左右に立てられた柵である。この柵はクマを通路から逸らさないないことと、天井部が落下した後、クマが横から逃れないようにするためのものであり、落下した後に若干通路の内側に倒れるかたちに細工される。そうすることによってクマの肘や脇腹が両サイドから押さえつけられる形になるのである。

　中小型獣用のムジナオソと呼ばれる吊り天井式重力罠であるが、これはオソの縮小版であり、通どの長さ１,８メートル前後、通路幅が40センチ、天井の高さも40センチ前後となっており、その構造や部材の数などはオソと同一なものとなっている。ただ、仕掛け部分については既述したようにテンやハクビシンなどの毛皮獣を狙う場合は踏み落としを、タヌキやノウサギ、アナグマなどを狙う場合は掛け落としを採用することが多かった。ムジナオソは里山一帯に仕掛けられたが、カノ場の周辺が最も捕獲効率が良く、ヤマドリ、ノウサギが良く獲れたという。

　三面ではこのようなオソを各家で実施し、一軒あたり５〜６カ所のオソ場に多い場合には14〜15枚(オソの数は枚と数える)のオソが仕掛けられた。ムジナオソの場合は里山とカノ場周辺を中心に１軒あたり10枚前後は仕掛けていた。そして腕のいい狩人の場合、14〜15枚のオソによって年間１頭から３頭のクマを捕獲し、ムジナオソでは10枚前後を仕掛け、年間３頭から４頭のタヌキやキツネ、ノウサギなどを捕獲していた。さらに、三面では江戸末期から明治期にかけて、このオソやムジナオソによって成功し、没落していた家の再興に資金投入したり、借金の担保になっていた水田を買い戻したという話が幾つか伝承されており、罠の技術や占有的利用権へと発展する仕掛け場所の選択は当時の生活経済と密接に関わっていたと評価できる (田口 1992b,1996,1998a,2002ac,2004b,2005a)。

(２) 山形県小国町長者原のオオモノビラ
　小国町長者原では、オオモノビラ(ヒラ、ヒラオトシ、オトシとも呼ばれる)が仕掛けられる場所をヒラ場と呼んでおり、八兵衛のヒラ場とか庄兵衛のヒラ場、利助のヒラ場、あるいは三太ヒラ場など、ヒラを掛けていた人や屋号を用いて地名にしている例が多く見られる。長者原の藤田俊雄氏(1902-1993)からの聞き取りによれば、このヒラという仕掛けは、秋田衆から教わったものだと聞いているという。ヒラは、共同で実施する場合と個人で実施する場合とがあり、飯豊連峰は地形が険しく、クマは場所の悪いところを好んで歩くため、どうしてもヒラのような大がかりな罠を作るとなれば人手が必要になった。毎年秋の彼岸、９月20日頃になればヒラをあげるものであった。そして雪が降りはじめて大方クマが冬眠するまで仕掛けておいたという。ヒラを掛けるのに良い場所は、尾根の鞍部やフィド(沢の上流部の雨裂)だが、クマが好んで歩く薄暗くて空気の流れがあるような場所が選ばれた。そのような条件の良い場所というのは、飯豊連峰でもそうあるものではないから、掛けるのにいい場所を見つけると見つけた人に権利が生じることになったと語っていた。

　オオモノビラの仕掛け場所は、個人や２，３人のグループ、多くても10人あまりの共同占有場所として使用されていた。藤田栄一氏が加わっていたグループでは８カ所ほどのヒラ場があったという。前田治二氏(1926-2002)の話しでは、長者原で行っていたオオモノビラは専らクマを捕獲対象としていたといい、カモシカを捕獲したという話は耳にしていないとのことであった。現在までのところ、狩人たちからの聞き取りや現場で痕跡を確認できたものを合わせると、長者原周辺の飯豊連峰に新旧約20カ所を数えるヒラ場があった(図-４「小国町長者原のヒラ場分布図」を参照)。しかしヒラは、それぞれ１、２年の間を開けて断続的に仕掛けられ、実質的な稼動率は全体の20〜30％、４、５カ所に過ぎなかった。また実際、１シーズンにオオモノビラで捕獲したクマは平均して３，４頭であった。オオモノビラは、ほとんど奥山の険しい地形に仕掛けられていたため、ヒラを見回って歩くのも一仕事であったという。大体見回りには１週間から10日毎に出かけ、キノコ採りのついでに見てくるような格好であったともいう。

　長者原では、オオモノビラの大きさは通路の長さ９尺から10尺(約270〜330cm)、天井部の高さは腰高(60〜90cm)が良いといわれている。仕掛け場所は、奥山の尾根上や長者原でフィドと呼ばれる沢の源流部にあたる雨裂谷底などが選ばれた。復元された場所も、長者原集落から徒歩で40分ほどの集落南側に聳える倉手山(952,6m)の尾根筋、標高500メートルあまりの鞍部であった。この場所は過去にオオモノビラが仕掛けられていた痕跡のあった場所で、尾根筋から一段下がった窪地状の薄暗い場所であった。復元したオオモノビラは、クマ用のもので通路の長さが３メートル、通路の幅は61センチ、天井部の高さは67センチであった8)。

　オオモノビラの構造であるが、復元されたオオモノビラを図-５「オオモノビラ復元図」に示す。図を見ても明らかなように、前述した三面のオソとはブチや仕掛けの位置、部材の数などは異なるが、天井が落ちる稼動システムはキの字型の仕掛けになっており、同一といっていい。またマエガキやウラゴメと呼ばれる通路左右の柵の意味づけも三面のオソと同様である。

　長者原で実施されてきた中小型獣用の吊り天井式重力罠コモノビラは、このオオモノビラの縮小版であり通路の長さが２メートル弱、通路幅が50センチ、天井の高さは50センチあまりとなっており、構造、仕掛け、部材の数は相同的なものとなっている。仕掛け場所は主にカノ場周辺であり、里山では沢沿いに仕掛けることが多かった。コモノビラではノウサギ、タヌキ、アナグマを主に捕獲し、平均４，５頭の獲物があったという。また、長者原においてもヒラオトシは、「上手くすれば家が一軒建つ」といわれるほどに現金収入源として重要な位置を占めていた。

(３) 秋田県阿仁町比立内のヒラオトシ
　阿仁でヒラ場として選択的に利用されてきた場所は、地形的特性が大きく影響している。一般的にクマが採食地間を移動する場合に多用するのは、山腹斜面を等高線をなぞるようにトラバースするか、あるいは斜面から一旦尾根の鞍部に出て、尾根筋を移動する傾向が強いといわれている。とくに開析の進んだ低標高の山々を移動する場合にはこの傾向がきわめて高くなる。つまり尾根筋そのものが獣道として多用されるのである。対して、尾根の幅があり平坦地に近いような地形の場合は、尾根上は獣道として同一の道を利用することはなくなり、拡散傾向を示す。阿仁の山々の稜線部では雪崩地形などの侵食作用に伴う開析は進んでおらず、丸みを帯びた幅の広い稜線を呈している。この稜線部には降水によって侵食された幅５〜10メートル、深さ２〜３メートルあまりの凹地地形、 雨裂(ガリー)が発達しており、広い尾根上や溶岩崖上の平坦面には桃洞スギや佐渡スギと呼ばれる天然スギやブナの巨木を主体とした森林が広がっている。特に森吉山から割沢森など打当集落背後の山々の尾根筋は太く、平坦な地形を呈するところが多い。このため尾根筋の鞍部に罠を仕掛けると罠にクマを誘導するためには尾根を横断するかたちで長大な誘導柵を設けるか、あるいは餌による誘因が必要となる9）。

　このような事情から阿仁で選択されてきた仕掛け場所は尾根上ではなく、餌場に準じた場所、クマの水場となったりミズバショウなどを採食に訪れる谷地の周辺を選択的に利用した。または、クマが好んで移動の際に利用する緩やかな尾根上に発達した雨裂谷底といった場所、獣道が明確となる場所に仕掛けられたのである。

　村田佐吉氏(1899-1994)によれば、ヒラオトシは薄暗く湿ったような場所が適していたという。また、クマが頻繁に歩く条件の良い場所は、必ずしもヒラを仕掛けるのに適しない場所もある。例えば、イラクサやフキなどの山菜がよくでる谷地などに仕掛ける場合がそうで、クマにいくら重しをかけても足場がぬかるため肘や膝で踏ん張られてしまうことがある。このような場合は、ホネオリといって、クマが通り抜けようとする柵の間に、柴や丸太を並べて置き、加重がクマの反応よりも早く掛かるように工夫されたという。さらに、このような地形からくる仕掛け場所の差異、あるいは仕掛け場所の植生の違いは、罠そのものに用いられる素材や構造にまで少なからず影響していた。ヒラオトシは可能な限り、仕掛け場所で暢達できる素材が用いられた。通常ヒラオトシの結束材として用いられたのはミヤマナラやマルバマンサクといった柴類が主であった。蔓植物を結束材として使用する場合には、どこか一カ所が切れた場合に全体がゆるみ、ほどけてしまうという欠点を持つため、重要な結束部分にはネジリシバと称してシバを結束材として用いたのである。また、シバを多用するためシバが乾燥し折れやすくならない時期に製作する必要があり、遅くとも９月中旬までには作業を終えるようにしたという。タナワと呼ばれる天井部を引き上げる際に用いられる輪は、フジ蔓やスワと呼ばれるヤマブドウの蔓、マダと呼ばれるシナの木の内皮で作った縄が用いられた。本体の材は、専ら針葉樹を用いた。ネズコ(クロベ)、アスナロ、キタゴヨウ、スギなどであるが、モロビ(アオモリトドマツ、オオシラビソの意)は山ノ神の木なので使用しなかったという。

　阿仁では小国と同様にヒラを仕掛ける場所をヒラ場といい、やはり２〜３人のグループがこの場所の占有的使用権を持っていた。ヒラ場は、阿仁の各集落周辺の山々に点在しており、聞き取りによれば根子集落では備前ノ又川上流部の谷地周辺など５、６カ所、比立内集落では白子森の稜線に近い谷地（三枚ピラという地名で呼ばれているが、かつてヒラが３ケ所仕掛けられる場所があったことに由来するという）周辺など４、５カ所、長畑集落ではアゲノクラと呼ばれる谷地周辺に２カ所あまりのヒラ場が存在した。打当では、岩井ノ又川上流部の雨裂などの４、５カ所が確認できている(図-６「阿仁町打当、森吉山南部のヒラ場」を参照)。長者原の頁でも記したように阿仁においてもこれらのヒラ場すべてが恒常的に継続されて利用されてきたわけではなく、一つの集落当たり２、３カ所程度が例年利用されていた。年間一集落がヒラオトシで獲るクマの数は２，３頭であった。

　実際にヒラオトシを復元したのは、比立内集落から３キロほど南の沢沿いの台地上であった(図Ⅳ「阿仁町比立内におけるヒラオトシの復元場所」を参照)。実際に復元されたヒラオトシであるが、通路の長さは４メートル11センチ、通路幅は１メートル30センチ、天井の高さは１メートル24センチと三面のオソ、長者原のオオモノビラと比較すると一回り大きなものとなっている10)。復元されたヒラオトシを図-７「ヒラオトシ復元図」に示す。復元作業に協力してくれた佐藤勝次郎氏(1928-)や松橋吉太郎氏(1933-)の話によれば、ヒラオトシの標準的な大きさ(通路の長さ)は、11尺から12尺(約363〜396cm前後)というのが標準的なものであったという。特に大物狙いの場合は、13尺(約429cm)といわれていたという。また、大きなヒラを組めないような岩場地帯、特に細い尾根などでは９尺(約297cm)といった。落下する天井部の高さは胸高(約１10〜130cm)といわれており、クマが誘導されて入る通路の幅は4尺(約132cm)といわれていた。佐藤勝次郎氏の話では、例年８月初旬にヒラオトシをつくり、天上を上げた状態で仕掛けが作動しないように固定しておいた。これはクマを罠に慣れさせるための工夫で、実際に稼動できるように仕掛けを組むのは９月末、彼岸前後であったという。そして、降雪がはじまりクマが冬眠に入るまでの約3ヵ月あまり仕掛けておいた。

　ヒラオトシの構造は、小国の長者原において復元したオオモノビラと酷似している。ヒラオトシに使用された部材も直径や長さには違いは見られても部位の数は変わらないものとなっている。

　また、阿仁の中小型獣用の吊り天井式重力罠ウッチョウを図-８「ウッチョウ復元図」に示す11)。ウッチョウは、通路の長さが98センチ、通路幅47センチ、天井の高さ30センチと小振りなものであり、ヒラオトシと若干構造が異なっている。天井をテコ式に吊り上げるブチは１本であり、天井部の横木にあたるノベヤスも２本となっている。材は、ブナ、ミズナラ、ホウノキなどを使用し、天井部に乗せる重しは150キロ前後で、広葉樹を玉切りにしたものを使用した。ウッチョウは主にカノ場周辺や里山に仕掛けられた。復元者の１人である松橋時幸氏(1934-)の話では、カノ場の周辺であれば一秋にヤマドリを10羽から20羽捕獲できるという。里山域では、主にタヌキ、アナグマ、野ウサギなどを狙い、やはり一秋に５〜６頭あまり捕獲できたという。

(４) 長野県栄村秋山郷の陥し穴

　秋山郷ではヒラやオソのような大型獣用の重力罠については、その存在は知られていても復元ができるような技術は残存していない。新潟県側大赤沢在住の藤ノ木栄治氏(1924-)によれば、秋田から来たとされる藤ノ木忠太郎や石沢松ノ助、さらに忠太郎の長男である長衛門、あるいは小赤沢の山田家に入った山田文五郎氏(1883-1967)などは、新潟県側三俣の山中で下駄づくりをしていた当時、ヒラという罠を実際に仕掛けてもいたと聞いているという。山田文五郎氏の長男である山田長治氏(1921-2001)によれば、ヒラという罠があったことは知っているが、父親や叔父たちからこの作り方を教えられたことはなく、10代の頃に中津川上流域を流れる魚野川支流の十二沢の尾根で、父親からこれがヒラを切った跡だと教えられたことがあるくらいだという。また、福原利雄氏(1921-2001)、阿部知法氏(1924-)、福原直市氏(1929-2008)、山田武雄氏(1931-)など、秋山郷の狩猟経験豊かな狩人たちに尋ねてみても、ヒラという罠があったことは知っているが作り方や実際に仕掛けられているものを実見したことはないという。これらの話から、秋山郷では近世末から昭和にかけてヒラオトシが実施されてはいたが、何らかの理由がありその製作技術の伝承が途絶えたことが分かる。

　しかし、同じ大型獣を対象とした罠として陥し穴の遺構が現存している。秋山郷一帯には筆者が場所を特定できたものだけでも、その数は8地点13カ所、計16基にのぼる。この陥し穴の規模は、平均すると穴の口が約150センチ、底の広さが約180センチ、深さが約270センチのフラスコ状の中広の穴である12）。陥し穴は、むら人による確認や記憶では、少なくとも30〜40基あまりが存在していたという。特に明治から大正期の段階で水田化の動きが顕著となり、集落に近接していた森林を伐採してカンノが拓かれ、カンノの耕作後に開田作業を進めたが、この際に多数の陥し穴が見つかったという。そこで危険でもあるので、個人個人が自発的にこれを埋め戻したため正確な数や場所を限定しづらくなった、という。この陥し穴はクマ用に掘られたもので、上野原の山田政五郎氏(1917-)や小赤沢の福原カヤ氏(1898-1990)、福原そよ氏(1903-1999)などの話では、江戸時代の終わり頃にクマが金になるというので陥し穴を掘ったと聞いているという。さらに陥し穴の口は、シバを外縁部に突き刺すようにして簡単な覆いをしてモロコシなどを蒔いておいたものだとも聞いているという。しかし、実際にこれを使用していた時点の伝承は「穴に落ちたクマを槍で突いて仕留めた」あるいは「穴に落ちたクマに岩の固まりを投げつけて仕留めた」という話が残されているのみで、現在の狩人たちやむら人の父母にあたる世代、すなわち明治時代の秋山郷に生まれ育った世代からの具体的な伝承もなく、また残された陥し穴遺構がほとんど深さ２〜２,５メートルと自然堆積によって半分も埋まってはいないことから、この陥し穴が掘られ使用されていたのは伝承のように近世末期であろうと推定される。

　この陥し穴の場所を図-9「秋山郷における旧焼畑地と陥し穴遺構の分布」に示す。筆者は当初、陥し穴は比較的旧カノ場と集落に近接して分布しており、また近年夏期から秋期の農作物を目当てに出没するクマに対して実施されている有害鳥獣捕獲によるクマの捕獲地とも重なることから、農耕上のディフェンシブな意味合いを有した秋山郷の人々による害獣対策として理解してきた。また、そのことによって伝承されている秋田マタギの定着という問題も、害獣対策の要員としての雇われマタギとして説明してきたのである。しかし、近年ではこのような陥し穴が信濃秋山郷だけではなく、新潟県側の旧秋成地区(現、越後秋山郷)、さらに下流側の集落および耕地周辺にも数百基あまりが分布していることが明らかとなってきている13）。さらに、その位置は現状においてもクマの移動路と重なるものが多いことも分かってきた。つまり、秋山郷だけではなく近世の末期に中津川の流域一帯でクマを積極的に捕獲することを目的に設置された可能性があるのである。

３. 地域環境下における技術的進化適応
　これまで、各地域の大型獣用罠を見てきたが、いずれの集落においても大型獣用罠は換金資源の獲得手段として意識されてきたものであることは共通している。そしてその捕獲には罠の仕掛け手である狩人個人の技量もさることながら、仕掛けられる場所に大きな価値が見いだされ、場所を利用する権利を三面では個人(家)が、阿仁や小国では小グループが半ば独占的に占有してきた。またそこに換金資源を獲得する場所の意味が共同体内部の合意のもとに付与されてもいた。

　ところで、特に山形県小国町長者原のオオモノビラと秋田県阿仁町比立内のヒラオトシは、罠の稼動システムおよび構造、使用される文脈なども相似しているといっていい。さらに両者の罠で使用される部材は、罠の規模が異なるためそれぞれの数や大きさ、長さ、素材などに違いが見られるものの構成要素は相同的である。復元されたものについては、重しとして利用されたものの素材に違いが見られる。重しについては、阿仁の場合でもナラやブナなどの木材に限られていた訳ではなく、罠を仕掛ける場所の環境によって石や礫を調達することが容易な場合は石や礫を、これが調達しにくい場所であれば木材をと、柔軟に使用したと佐藤勝次郎氏はいう。これに対して小国や三面の場合は、仕掛け場所周辺から容易に礫が調達できるという理由から専ら礫が用いられてきた。また、罠の規模についても地形的な要因や仕掛け場所の環境による差異が大きいと考えられる。阿仁のヒラオトシが既述したように谷地周辺の餌場近くや雨裂谷底などに仕掛けられることが多かったのに対し、小国や三面ではクマの移動経路として多用される峻険な尾根筋を主な仕掛け場所として選択してきた点が両者の罠の規模に差異を生んできたものと考えられる。すなわち、両者の差異は技術的なものというよりも仕掛け場所の環境の違いに起因し、仕掛け場所は捕獲対象となるその地域に生息するクマの行動生態上の地域適応型、獣道のあり方に起因しているといえる。

　このような点から、例え同一の技術といっていいものでも、その技術が使用される場所の環境条件によって、そこに現れる具体的な表現型は、必ずしも同一ではなく若干の異同が生じることになる。つまり長者原のオオモノビラは、秋田マタギの小集団や個人との長期的な交流関係の中でヒラオトシの製作技術を受容しつつ地域において独自の技術的修練の結果、進化をとげた地域適応型として見ることが可能であろう。あるいはまた、技術をもたらした秋田出自の狩人自身が地域的環境の違いに対して柔軟に適応したものが地域の人々に受容されたともいえ、さらにそのどちらでもあるとも考えられる。いずれにしても地域に技術が波及し、それが受容される現場においては、全く同じ物として技術が採用されるというのではなく、採用されるプロセス(受容されるプロセス)において地域的な環境に適応した構造へと若干の技術的手直しがなされたと考えられる。
　外部からの技術を受容する側としての観点からも、効率的に稼動する罠の採用は、換金価値の高い資源を開発する可能性と機会を増すとともに、何ら自らの生活システムを改変せずとも短時間で実施できるという点できわめて機能的であり容易でもあったと理解できる。もとよりこのような罠猟の技術を受容するためには、高度な技術的蓄積があってはじめて可能であったと思われ、そこに外部から技術が入り込む以前に下地となった狩人の存在も想定されよう。ヒラ場がある特定の人々(少人数のグループ)によって独占的に占有され実施されてきたという経緯からも、この種の技術の特殊性と集団の一部に技術的優位性を持つ人々の存在が示唆されてもいるだろう。

　重力罠には、大型獣用だけではなくキツネ、タヌキ、ノウサギ、テンなどを捕獲対象とした中小型獣用のものも伝承されており、これらは対として存在したことは先述した。前者は大起伏山地にあたる奥山に、後者は小起伏山地にあたる里山域に仕掛けられ、伝統的狩猟システムと地形、植生などの自然環境、集落構成員による集落周辺山地帯における資源開発活動とが連動し、組織化されていたといえる。すなわち、マタギなどに見られる伝統的狩猟システムは、その捕獲目的となる野生鳥獣の行動生態との関係上だけで説明されるのではなく、農耕や林業、旧焼畑地やその放棄後の転用のあり方、さらに市場(経済)との関わりなど複雑な人間の生業活動による土地利用によって統合されたなかで形作られていたといえる。

　小国を含む羽越地域には、近世後半から度々秋田のマタギが来訪したという伝承が存在し、また近代においてもその伝承が残されている。秋田の旅マタギ、出稼ぎ狩猟者が当該地域を度々訪れ、罠の技術を伝えたという伝承は極めて重要であろう。なぜなら聞き取りにおける復元から当該地域に限らず、秋田マタギの来訪に関する伝承が存在する地域(例えば、岩手県雫石町、沢内村、宮城県大和町、七ケ宿町、川崎町、白石町など)に、ヒラオトシと同形の重力罠が広く分布するからである。特に先に記した山形県小国町長者原の北に位置する金目に伝承されているオソが、聞き取りにおける復元の段階では長者原のコモノビラと同一のものである可能性が高い14）。
　すなわち、これらの罠の復元を通していえるのは、大きく二つの解釈が可能であることである。ひとつは、大型獣用のものと中小型獣用の罠が対としてある場合、三面や長者原、さらに沢内や雫石のように同形のものが大小存在している場合と、阿仁のように大小の罠が若干デザインを異にするものとがあり、大型獣用のものはその技術を伝えた者が秋田マタギである、という伝承を有している地域に見られ、阿仁のヒラオトシと同形のものであること。ひとつは、中小型獣用の吊り天井式重力罠は、若干のデザインの差異を有しながらも全国に分布していることから地域適応型としての修練がより進んでいると考えられることである。

　さらに秋田マタギの来訪が見られた地域は、近世において鉄砲の所持が許されていなかった地域、あるいは湯治場集落や木地師集落のような鉄砲によらない野生動物の捕獲技術の開発が進んでいなかったと想定される地域に多く見られる。そのため近世における鉄砲の所持の状況、あるいは周辺山岳における鷹巣山などの禁猟区設定の有無など、当時の詳細な社会的状況の復元が重要な意味を持つことになる。
４. クマ曳きという習俗

　山形県小国町の長者原や金目、長野県秋山郷と秋田県阿仁などでは狩猟の手続きとして、捕獲したクマを丸身のまま集落へ持ち帰るクマ曳きという習俗が見られる。本来、マタギと山ノ神の間で行われる儀礼は、その集団と集団が奉じるカミとの密議として行われるものであろう。しかし、クマ曳きという習俗は、その密議を第３者の前に開示し、むしろ見せることを前提としている点は注意されるべきである。現在でも秋山郷では、春グマを捕獲すると集落へ丸身のまま持ち帰り、むら人の見ている前で解体を行うのが慣例となっている。20年ほど前までは、集落内にクマを持ち帰ると猟師の自宅の軒下に一昼夜吊しておき、これをむら人が代わる代わる見物に訪れる姿があった。現在では、このようなことは野生動物の保護や動物愛護が叫ばれるようになり行われなくなっている。

　実は、秋山郷の山田長治氏など複数の古老から、秋山郷におけるクマ曳きについて以下のような話を聞いている。クマ曳きは秋田からきたマタギたちの時代から行われてきたもので、江戸末期から明治初期、現在の津南町秋成に「深見の旦那様」と呼ばれた中沢家という当時の富豪がおり、この家がクマを捕獲したら丸ごと買い取ってくれていたという。そして、秋田マタギたちはクマを捕獲すると猟場では解体せず、丸身のまま中沢家まで曳いて行き、主人の見ている前で解体をし、熊胆を取り出して見せたという。つまり、熊胆が偽物ではなく本物であるということを示すために、クマを曳いて下ろしたというのである。その習慣が結果的に秋山郷の猟師組の伝統ともなった。以上が、秋山郷で伝承されてきたクマ曳きの起源である。

　一方、阿仁の打当集落であるが、鈴木市之助氏(1910-2000)の話では、打当では明治初期頃まで水田のほとんどが仙北郡の桧木内、あるいは戸沢にあった豪農(家は不明)が所有するものであった。打当のマタギたちは、クマが獲れるとその豪農の家まで運んで買い取ってもらっていたと聞いている。また、詳細は知らないが旅に出たマタギは、旅先でクマを丸ごと買い取ってくれる家があり、そのような家にはクマを丸ごと持って行ったという話を聞いているという。また、根子の村田佐吉氏も、自分には経験はないがクマを丸ごと買い取ってくれるような家があったという話を聞いている、という(田口 1994b,2000b,2005a)。クマ曳きという習俗が見られるのは、新潟県湯ノ谷村や福島県の只見、さらに小国町の長者原や金目においても集落まで曳いてくるということはないが、狩猟小屋へ曳いてくることがある。これらの地域は、秋田マタギの伝承を有する地域でもある。すなわちクマ曳きという習俗は、クマという換金価値を有する資源、あるいは熊胆が本物であることを証明するひとつの手法として第３者の目の前で解体をする。買い手に見せるために生じたものであることは確かであろう。クマ曳きという習俗は、換金交換資源としての熊胆の品質を確たるものにするためには不可欠の行為であり、マタギが社会的に存在する意味を具体的に示す行為でもあったと考えられる。また、害獣駆除のための雇われマタギとして考えた場合でも、むら人に捕獲したクマを丸身のまま見せることによって、自分たちの存在を誇示することにもつながったと考えられるのである。

5. 狩猟技術の地域的適応と受容性
　春のクマ狩りの技術は、獲物を発見するプロセスにおいて、獲物の存在を視認したり、その足跡などから確認する方法と、事前の確認を行わず実施するものとに分けられ、いずれの方法を取るにしろ、巻き狩りそのものはアゲマキ、ヨコマキ、オロシマキという３つの方法に分けられることはいずれの集落においても共通している。そして獲物を巻く人員は、その地域の雪氷面の表面形態を中心に地形と深く関わっており、地形が複雑であれば獲物の逃走経路が限定でき、また雪庇を利用したりすることによって小規模に実施することが可能となる。また逆に地形が緩やかで、雪庇なども発達しにくい平坦な場所では、獲物の逃走経路を限定し難いため、巻きは大がかりに、そして多人数で構成される傾向を持つ。そのような意味からは秋山郷は前者であり、阿仁のむらむらは後者となる。三面や五味沢はその中間的な中規模な巻き狩りを主体としてきた。しかし、地形との相関というだけではなく、その地域の歴史的背景や狩人の数、集落規模、タテと呼ばれた槍の所持数(時代を下っては鉄砲を所持する者の数)など複数の因子がこれに加わることになり、一概にこれを傾向として論じることも難しい。ただ、聞き取りによって抽出された猟法をもって秋田に類似する、しないと結論づけることはできないことだけは確かである。

　ところで、中部東北地方の豪雪山岳地帯に位置する狩猟集落は、生業暦からも相似的である。とりわけ狩猟活動が農閑期を中心に実施され、秋期から降雪期にいたる間(秋の彼岸過ぎから根雪となる12月中旬にかけて)に行われたヒラオトシ、オソなどと称された大型獣用の重力式罠。厳冬期に実施されたカモシカを対象とした追い込み猟。とくに撲殺具や槍を使用しての捕獲技術。厳冬期から残雪期への移行期に実施された越冬穴に冬眠しているクマを捕獲対象とする穴見猟の技術。残雪期から融雪期の越冬穴から出たクマを捕獲対象とし共同狩猟によって実施される春のクマ狩り。融雪期から梅雨期にいたる間(５月上旬から６月下旬にかけて)に実施された春期のヒラオトシやオソなどによる大型獣用の罠猟。このような大型獣を対象として実施する狩猟技術が組織化されていたことは重要であろう。さらにこれらの組織化された狩猟技術は、秋期から降雪期、残雪期へと移行する５〜６ヶ月間、融雪期から梅雨期の期間まで含めれば約８〜９ヶ月を間断なく大型獣狩猟を継続的に実施することが可能であり、換金価値の高い野生動物資源を長期的に捕獲する機会をつくりだしており、複数の猟法の組み合わせからなる高度な技術行動システムといえる。

　筆者は、既述した大型獣用罠の技術に注目したい。この罠によって秋期と春期の捕獲機会の延長に成功していることが技術波及の大きな要因として想定できると考える。残念ながら技術行動系研究からは、これらの技術が波及した年代を明らかにすることはできない。しかし、聞き取りや文献資料によって得られている情報を補完することは可能である。

　幕藩体制下の19世紀初頭から、秋田マタギを中心とする旅マタギは諸国で記録されはじめるが、銃を使用携帯せずに実施可能なこれらの猟法の組み合わせによる資源開発技術は、当時の中山間集落の住民にとって充分受け入れ可能なものであったと推測される。それは当時の領主権力側の鉄砲所持に関する厳しい取り締まりと、農閑期となる冬期間における新たな資源開発技術の獲得という受容性によって補完されたと考えられる。つまり、当時の山間集落の生活構造を一切変更することなく受け入れ可能な換金交換副業と成りえたことにその技術波及の要因があると考えられる。これを受容するむら方は、この複合された狩猟活動(秋の罠猟から春の罠猟までの８〜９ヶ月間)のすべてを受け入れる必要はなく、そのむらの期間的な許容範囲のなかで受け入れる狩猟技術が選択可能であった。このような冬期を中止とした集落周辺での副業的活動の導入は、強力な領主支配のもとでの出稼ぎや家内生産を強いられていた農民層にとっては福音となりえたであろう。さらに、多雪地帯の農民がこれらの技術を受け入れることが可能となった要因のひとつには、伝統的狩人が開発した、もしくは従来から有していた狩猟技術が、野生大型獣の行動を雪面に残されたフィールドサイン、食痕や足跡など、視覚的な情報に基づくものであったこと。また、このようなフィールドサインから獲物となる個体を視認するにいたるゲーム性によって、多雪地帯の中山間地域に居住する農民たちの捕獲欲を向上させることに役立ったと考えられる。

　また、近世末期、天保12(1841)年に出された鈴木牧之の『北越雪譜』第二編のなかには「一熊を得ればその皮と胆と大小にもしたがえども、大かたは金五両以上にいたるゆえ猟師の欲るなり」(鈴木 1936:213)とあり、冬期間に捕獲したクマは倍の価値があり(冬期間においては毛皮の質が向上し、クマの胆は質、量共に格段の価値を有した)、猟師たちは銘々分配するので利益は薄くなるが、これを果敢に捕獲するのだと記している。先に触れた秋山郷の陥し穴もこのような地域の市場的な価値に魅せられた農民たちによって掘られたものとするならば、中津川一帯にこれが分布し、また秋田マタギが定着しえる素地も想定可能であろう。

　すなわち、近世末期の19世紀初頭においてクマが特別な換金資源としてむら人たちに認識され、この捕獲機会を陥し穴などを設置することで得ようとしていた。そこへ罠の技術をはじめとする長期間実施可能な複数の猟法からなる高度な大型獣狩猟技術を有したマタギが登場することによって、むら方がこの技術を受け入れる受容性が生じた。先にも記したようにむら方はマタギがもたらした技術のすべてを受容しなければならない理由はなく、受容可能な技術を選択的にしかも漸進的に受け入れてゆく。そのなかで、人間の交流関係ができマタギが定着し得る環境がととのっていったと考えられる。いずれにしても近世の末期、豪雪山岳地帯の中山間集落においては地域の市場の発展に促され、換金交易資源の開発を求めており、それに応える技術開発が伴わず、秋田マタギのような高度な資源開発技術を有した人々を迎え入れるだけの受容性が潜在的に存在したと考えられるのである。そこにクマ曳きという習俗を伴ったマタギの技術波及を認めうるのである。

註
1） 受容性(receptivity)または先適応性(preadaptability)という考え方や用語法は渡辺仁の著作から取られている(渡辺 1990)。
2） 狩猟という営みを研究する上での「市場化プロセス」とは、18世紀以降顕著となる漢方の資源として需要が高まった熊胆を中心とする野生動物資源の換金資源化に呼応して、その活動を活発化させていった狩人の置かれた時代的状況を指している(田口 2004b,2005ab,2006)。クマに関しては熊胆以前に熊皮が威信的資源、支配階層における稀少資源として位置づけられてきた経緯があり、これらの資源の価値付けが18世紀に逆転する傾向が生じた。このような傾向に関しては東北地方諸藩の古文書から野生動物資源の価値的変移の分析を試みている村上一馬の論考が詳しい(村上 2002,2004,2007,2009)。
3） 市場志向型生業(market-oriented subsistence) とは、明治期以降、新潟県朝日村三面集落（現、村上市）において顕著に見られた納税形態の変化に伴うむら人の生業選択傾向を述べたものである。当時の地域において進行した生業上の変化は「明治維新後すべて租税を始め賦課は一切金納制度となって、産業もそれに伴って興廃した。言い換えれば現金収入の多い作物を作らなくてはならなくなった」（朝日村史編纂委員会編　1980:677.）と述べられているように、現金収入が見込まれる生業が優先的に選択される傾向を生んでいた(田口 2002a)。
4） この種の罠は、誤って人間が入り込み事故を起こす可能性があることから、昭和33(1958)年に改正された『鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律』と、この『施行規則』によって危険な罠として禁止され現在に至っている。しかし、使用が禁止されるまでは集落周辺の里山域から奥山にかけてむら人によって仕掛けられてきたものであり、この製作技術は現在でも継承され復元が可能なものとなっている。本稿で紹介している重力罠は、助成研究などの学術的記録研究のために地域の猟友会の協力を得て復元されたものである。

5） 四手井綱英は里山に見られる森林あるいは植生を水田などの農耕による常習的利用によって攪乱された農用林と定義しているが（四手井 1985）、ここでは旧焼畑利用地を含めた山間集落の人々によって認識されている空間概念として用い、集落から歩行距離で１時間内外に見られる人為によって常習的に利用されることで生じた植生上の変異帯、またはこのような植生上典型的に現れた範囲を指している(田口 2005a)。
6） 海外にも類似した形式の罠が存在し、北米などの草原帯に見られる重力式罠は deadfall trap(落とし罠、丸太を上から落下させ大きな獲物を獲る装置)と呼ばれ巨木丸太を数本束にして、獲物となるヒグマ(グリズリー)やクロクマなどの頭部や頚椎に落下させ致死させるものがある。deadfall trap の場合、大陸では平坦な段丘面や草原帯などで餌を使用し罠に獲物を引き付ける誘引罠としての使用例が多く、重しとなる丸太を棒で下から支える形式の支え丸太式のものが多く分布している。

7） オソに関するデータは、1996年6月27日にNHK新潟放送局の番組製作のために村上市松山三面在住の高橋利博氏(1926-)、伊藤善康氏(1926-2004)らの協力によって新潟県朝日村の旧三面集落奥、脇ノ沢近くの旧オソ場で復元されたものである。
8） オオモノビラ(シシビラ、ヒラオトシとも)に関するデータは、2000年８月19日に小国町長者原で、藤田栄一氏(1931-)、前田治二氏(1926-2001)、佐藤實氏(1927-)らを中心に復元されたものである。尚、この復元は2000年度から３カ年実施された,日産科学振興財団学術助成による学際的研究：研究代表者、佐藤宏之(東京大学大学院)、「東北マタギの伝統的狩猟活動から見た動物資源の持続的利用に関する学際的研究」による。
9） 阿仁の事例ではないがこの長大な誘導柵を重力式罠に併設した事例がある。早川孝太郎によれば、福島県檜枝岐村にはオソガキと呼ばれる複数のオソ(重力式罠)の間を垣根状の誘導柵によってつないでいたという(早川 1940)。この場合は、段丘面や平坦な地形を有した丘陵や湿地帯においてなされた事例であり、尾根上に仕掛けられたものではなかった。
10） ここで取り上げているヒラオトシに関するデータは、2001年９月８日に阿仁町比立内で佐藤勝次郎氏(1928-)、松橋吉太郎氏(1933-)など阿仁猟友会の協力をえて実施されたヒラオトシの復元実験によるものである。尚、この復元は、2000年度から３カ年実施された,日産科学振興財団学術助成による学際的研究：研究代表者、佐藤宏之(東京大学大学院)、「東北マタギの伝統的狩猟活動から見た動物資源の持続的利用に関する学際的研究」による。
11） ここで取り上げたウッチョウは、1996年8月27日にNHK新潟放送局の番組製作のために阿仁町比立内の松橋時幸氏(1931-)、松橋国雄氏(1930-)の協力によって比立内集落奥の里山内で復元されたものである。
12） クマの陥し穴に関する計測調査は、2000年度から３カ年実施された,日産科学振興財団学術助成による学際的研究：研究代表者、佐藤宏之(東京大学大学院)、「東北マタギの伝統的狩猟活動から見た動物資源の持続的利用に関する学際的研究」による。この陥し穴遺構については、2000年10月16日から19日に佐藤宏之と聞き取り調査と遺構の実測調査を実施しすでにまとめており、陥し穴遺構に関しての詳細な考古学的見解をも含めて記しているので、これを参照されたい(佐藤・田口 2001)。
13） 新潟県南魚沼郡津南町および中里村、十日町にかけて発達する信濃川の河岸段丘とその東側の里山域の境界地帯を中心に秋山郷に分布する陥し穴遺構と類似の遺構が発見されており、聞き取りを含めた調査によると400基近い陥し穴があったのではないかと推定されている。これは津南町教育委員会の佐藤又一氏の情報による。

14） 小国町金目のオソに関しては、佐久間惇一が聞き取りから描いたスケッチがその著書『狩猟の民俗』に掲載されている(佐久間 1985:157)。このスケッチを見る限り、金目でオソと呼ばれてきた罠は、踏み落とし形式の吊り天井式重力罠であり、岩手県沢内村で復元されたアキビラと同形のものである (安斎、佐藤1996,1998.佐藤1998ab,2000b)。またアキビラ自体が、阿仁のヒラオトシの縮小版であり、仕掛け部分が掛け落とし形式から踏み落とし形式に換えられただけのものである。
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